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加賀山茂の自己紹介・経歴
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ハラスメントとは何か

ハラスメント（Harassment）とは，他人の嫌がることをあえてすること。
 最初は，「わざとでした」という，故意犯だけが責任を問われた。

 次第に，その悪影響が認識されるようになると，過失の場合も問題とされる
ようになった。

 現在では，他人が嫌がる行為が何かを知るべきであり，そのような行為を
避ける努力が必要になっており，その努力を怠ると責任を追及される。
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パワハラの法律

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生
活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号，令和4年4月1日に改正）
（パワハラ防止法）

 第30条の2（雇用管理上の措置等）

①事業主は，

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて，

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう，

当該労働者からの相談に応じ，適切に対応するために必要な体制の整
備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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パワハラの事例

優越的な関係を背景とした言動

 抵抗や拒絶することができない蓋

然性が高い関係を背景として行わ

れる

 職務上の地位が上位者の言動

 職位を問わず，当該言動を行う者が

業務上豊富な知識・経験を有してお

り，その協力を得なければ業務の円

滑な遂行を行うことが困難な場合

必要かつ相当な範囲を超えた言動

 業務上必要性のない言動

 業務の目的を大きく逸脱した言動

 業務を遂行するための手段として

不適当な言動

 当該行為の回数，行為者の数等，

その態様や手段が社会通念に照

らして許容される範囲を超える言

動
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セクハラの法律

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
る法律（昭和47年法律第113号）（男女雇用機会均等法）

 第11条（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の
措置等）

 事業主は，職場において行われる

 性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

 当該労働者がその労働条件につき不利益を受け，又は

 当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう，

 当該労働者からの相談に応じ，適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用
管理上必要な措置を講じなければならない。
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セクハラの事例

性的な内容の発言の例

性的な事実関係を尋ねる

性的な内容の情報（うわさ）を
流す

性的な冗談やからかい

食事やデートへの執拗な誘い

個人的な性的体験談を話す

性的な行動の例

性的な関係を強要する

必要なく身体に触れる

わいせつ図画を配布・掲示す
る

強制わいせつ行為，強姦など
の刑法犯罪をする
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その他のハラスメント

 マタニティ・ハラスメント
 男女雇用機会均等法第11条の3～13条

 マスク・ハラスメント
 持病等によりマスクを着用出来ない従業員に対し，マスクを強制する行為
 在宅勤務，休業手当（労基法26条）をした上での自宅待機などの方法を考えるべき。

 資格ハラスメント
 資格取得を上司が部下に義務付け，それが実現できないと不利益な取り扱いを行うこと
 教育・研修の機会を与えたり，資格奨励制度にとどめるべき。

 カスタマー・ハラスメント
 顧客や取引先から従業員がハラスメントを受けること
 調査と交渉によって従業員を守る必要がある。
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ダンス・スポーツは，
セクハラ・パワハラと隣り合わせ

 ダンスは必然的に男女の身体的接触を伴う
 セクハラが起きやすい。

 必要な身体的接触は許されるが，必要なく身体に触れるとセクハラになる

 ダンスは必然的に男性のリードが多くなる
 パワハラが起きやすい。

 男性のリードは，あくまで女性が踊りやすくるためのリードである。

 ところが，女性を従わせるのがリードだと勘違いする男性が少なくない。

 このために，パワハラが起こりやすい環境が生じやすくなる。

 ダンススポーツには，リーダーシップと倫理の再構築が必要である
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パワハラ・セクハラ対策から
継続的な人格形成（高潔性）へ

 相手の嫌がることをしないという消極的対応から，相手の望むことを実現する
という積極的対応へと切り替えを行う。
 客観性：相手にとって何が一番利益になるのかを考える。

 主観性：相手の望むことを探知して，その意思を尊重する。
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パワハラ・セクハラの防止から
相手の最大利益・意思の尊重へ

相手を尊重するとは何をすることか?
 相手の利益を最大化するにはどうすべきかを考えつつ，相手が望んでいる

ことを実現する（望まないことは，決してしてはいけない）。

決め手となる法律とは?
 民法697条（事務管理）

①義務なく他人のために事務の管理を始めた者（管理者）は，その事務の
性質に従い，最も本人の利益に適合する方法によって，その事務の管理
（事務管理）をしなければならない。

②管理者は，本人の意思を知っているとき，又はこれを推知することがで
きるときは，その意思に従って事務管理をしなければならない。
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パワハラ・セクハラ対策の転換（結論）
ダンス・スポーツの理想的な人物像の探求
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パートナーに
信頼される

人格

Ⅰ人を大切にする

①多様性（Diversity）を受け入れる。

人の嫌がることをしない。

②親睦（Fellowship）を深める。

仲間と情報を共有し連帯する。

Ⅱ 自分を育てる

③高潔性（Integrity）を涵養する。

誠実な人格を習慣化によって形成する。

④リーダーシップ（Leadership）をとる。

フォロワーに支持される礼儀正しさ，謙虚さを養う。

Ⅲチャレンジする

⑤奉仕（Service）を実践する。

人が望んでいることを後押ししたり，支援する。

⑥チャレンジして失敗したらやり直す（Resilience）。
それができないときは責任をとる（償いをする）
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